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�愛媛県告示第１０８２号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

令和２年１０月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

大洲市豊茂乙１６９０の１、乙１６９１、乙１６９５、乙１６９６、乙１７００の１、

乙１７００の２、乙１７０１から乙１７０４まで、乙１７０９の１

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

豊茂乙１６９０の１・乙１６９５・乙１６９６・乙１７００の１・乙１７００の

２・乙１７０１から乙１７０３まで・乙１７０９の１（以上９筆について

次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び大洲市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�愛媛県告示第１０８１号
次のとおり落札者を決定した。

令和２年１０月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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適用を受けるものである。

落札に係る特定役務の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

平常時用大気中放射性物質濃度監視
システム整備業務 一式

愛媛県県民環境部
防災局原子力安全
対策課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

令和２年８月２４日
株式会社千代田テクノ
ル大阪営業所
大阪府吹田市江坂町２
丁目１番４３号

５９，６２０，０００円 一般競争入札 令和２年７月１４日

毎週（火・金）曜日発行 第１４７号 令和２年１０月９日

令和２年１０月９日金曜日 第１４７号
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�愛媛県告示第１０８３号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

令和２年１０月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

伊予市双海町上灘字宮ノ谷甲３０８８の１、甲３０８８の２、字平ダ己

４５１、己４５４の２、己４５５の２、己４５６の２、己４５８の１

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

字宮ノ谷甲３０８８の１・甲３０８８の２（以上２筆について次の

図に示す部分に限る。）、字平ダ己４５１・己４５４の２・己４５５

の２・己４５８の１（以上４筆について次の図に示す部分に限

る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び伊予市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１０８４号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

令和２年１０月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

松山市柳谷町甲１８５、甲８５３、乙５１７の１、乙５１７の２、乙５１８か

ら乙５２１まで、乙５２２の１、乙５２５の１、乙５２９、乙５３１

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

柳谷町甲１８５・甲８５３・乙５１８・乙５１９・乙５２２の１・乙５２５の

１・乙５２９・乙５３１（以上８筆について次の図に示す部分に限

る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び松山市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�愛媛県告示第１０８５号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

令和２年１０月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

四国中央市下川町字猪ノ窪乙１１１の６、乙１１１の１０、乙１１１の１２、

乙１１１の１５、乙１１１の２０、乙１１１の２７、字猪ノ窪谷７２５、字猪窪谷７２

６、７２８

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

字猪ノ窪乙１１１の６・乙１１１の２７（以上２筆について次の図

に示す部分に限る。）、字猪窪谷７２６（次の図に示す部分に

限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び四国中央市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１０８６号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

令和２年１０月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

今治市伯方町有津字北道甲１０９７の２、甲１１０２、甲１１０４、甲１１０５

の１、甲１１０５の２、甲１１０６、字北浦道乙１６３、乙１６４、乙１６６から

乙１７１まで

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

字北道甲１０９７の２・甲１１０２・甲１１０４・甲１１０５の１・甲１１０５

の２・甲１１０６（以上６筆について次の図に示す部分に限る。）、

字北浦道乙１６４・乙１６６から乙１６８まで（以上４筆について次

の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

愛 媛 県 報令和２年１０月９日 第１４７号
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書類を愛媛県庁及び今治市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１０８９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

西条市吉岡土地改良区の定款の変更を認可した。

令和２年１０月９日

愛媛県東予地方局長 齊 藤 直 樹

�愛媛県告示第１０８７号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条第４項及び第６項の規定により、漁船損害補償法による加入区の変更（昭和３６年２月愛

媛県告示第１５７号）の一部を次のように改正する。

令和２年１０月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

�愛媛県告示第１０８８号
次のとおり落札者を決定した。

令和２年１０月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０９０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局�万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。
令和２年１０月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

改 正 後 改 正 前

加入区の名称 同上加入区の区域 加入区の名称 同上加入区の区域

省略 省略

松山市 松山市

北条

堀江

省略

松山市のうち旧北条市の区域（ただし、松

山市安居島を除く。）

〃 堀江町、福角町、権現町及び東大栗

町の区域

堀江

省略

松山市堀江町、福角町、権現町及び東大栗

町の区域

省略 省略

北条市 北条市

省略

浅海

北条

省略

北条市大字浅海原、大字浅海本谷及び大字

萩原の区域

北条市の内大字浅海原、大字浅海本谷、大

字萩原及び大字安居島を除く区域

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

リーチスタッカー
１台

愛媛県出納局会計
課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

令和２年８月７日
株式会社 マルカ
東京都千代田区神田錦
町三丁目２０番地

７２，１６０，０００円 一般競争入札 令和２年６月２６日

愛 媛 県 報令和２年１０月９日 第１４７号
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訓 令

�愛媛県訓令第１９号
庁 中 一 般

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和２年１０月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令

愛媛県庁事務決裁規程（昭和５１年愛媛県訓令第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 猪伏西谷線

上浮穴郡�万高原町西谷字猪伏９１９２番２地先から

同字９２０２番２地先まで
旧 ３．７～９．９ ０．５１０

上浮穴郡�万高原町西谷字猪伏９１９１番から

同字９２３６番１まで
新 ６．７～６０．３ ０．５１０

改 正 後 改 正 前

別表第６（第４条関係）

知事の権限に属する保健福祉部関係事務に係る特定決裁事項

別表第６（第４条関係）

知事の権限に属する保健福祉部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

保

健

福

祉

課

１・２

省略

保

健

福

祉

課

１・２

省略

３ 生

活保

護法

の施

行に

関す

る事

務

１・２ 省略 ３ 生

活保

護法

の施

行に

関す

る事

務

１・２ 省略

３ 介護サービスの内容及び介護

の報酬の請求の審査並びに介護

の報酬の額の決定（第５３条第１

項、第３項、第５４条の２第５

項、第６項）

○ ３ 介護サービスの内容及び介護

の報酬の請求の審査並びに介護

の報酬の額の決定（第５３条第１

項、第５４条の２第４項

）

○

４ 省略 ４ 省略

４ 省

略

４ 省

略

５ 中

国残

留邦

人等

の円

滑な

帰国

の促

進並

びに

永住

帰国

した

中国

１・２ 省略 ５ 中

国残

留邦

人等

の円

滑な

帰国

の促

進並

びに

永住

帰国

した

中国

１・２ 省略

３ 介護サービスの内容及び介護

の報酬の請求の審査並びに介護

の報酬の額の決定（例による生

活 保 護 法 第５３条 第１項、第３

項、第５４条の２第５項、第６

項）

○ ３ 介護サービスの内容及び介護

の報酬の請求の審査並びに介護

の報酬の額の決定（例による生

活 保 護 法 第５３条 第１項、第３

項、第５４条の２第４項

）

○

愛 媛 県 報令和２年１０月９日 第１４７号

８１１
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附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�愛媛県訓令第２０号
庁 中 一 般

地 方 局

地方局において行う建設業法に関する事務の取扱要領等の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和２年１０月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

地方局において行う建設業法に関する事務の取扱要領等の一部を改正する訓令

（地方局において行う建設業法に関する事務の取扱要領の一部改正）

第１条 地方局において行う建設業法に関する事務の取扱要領（昭和３０年愛媛県訓令第７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

残留

邦人

等及

び特

定配

偶者

の自

立の

支援

に関

する

法律

の施

行に

関す

る事

務

残留

邦人

等及

び特

定配

偶者

の自

立の

支援

に関

する

法律

の施

行に

関す

る事

務

６～２０

省略

６～２０

省略

改 正 後 改 正 前

（手数料の収納）

第２条 建設業法（昭和２４年法律第１００号。以下「法」という。）

第５条（法第１７条において準用する場合を含む。）の規定によ

り、知事に対する許可の申請（許可の更新の申請を含む。以下同

じ。）があつた場合は、許可申請書又は許可更新申請書（以下

「許可申請書等」という。）の正本に所定の収入証紙を貼付

させなければならない。

（申請書類の方式の欠陥の補正）

第４条 提出のあつた許可申請書等又は法第６条（法第１７条におい

て準用する場合を含む。）の規定による添付書類（以下「申請書

類」という。）が、法令に定める方式を欠くものであるときは、

直ちに、申請者に、その欠陥を補正させなければならない。

（申請書類の審査）

第６条 申請書類は、次 に例示するところにより審査し、な

るべく実地について、その実体を確認しなければならない。

�・� 省略

（手数料の収納）

第２条 建設業法（昭和２４年法律第１００号。以下「法」という。）

第５条 によ

り、知事に対する許可の申請（許可の更新の申請を含む。以下同

じ。）があつた場合は、許可申請書又は許可更新申請書（以下

「許可申請書等」という。）の正本に所定の収入証紙をちよう付

させなければならない。

（申請書類の方式の欠陥の補正）

第４条 提出せられた許可申請書等又は法第６条

の規定による添付書類（以下「申請書

類」という。）が、法令に定める方式を欠くものであるときは、

直ちに、申請者に、その欠陥を補正させなければならない。

（申請書類の審査）

第６条 申請書類は、次の各号に例示するところにより審査し、な

るべく実地について、その実体を確認しなければならない。

�・� 省略
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� 法第６条第１項第１号及び第２号に掲げる事項については、

請負工事台帳及び工事請負契約書等により照合すること。

� 法第６条第１項第３号の使用人数については、賃金、給料計

算表、給与支払関係書類及び雇用契約書等により照合するこ

と。

� 法第６条第１項第６号に規定する事項については、申請者備

付けの諸帳簿及び関係証書により照合すること。

（申請書類記載事項の訂正指導）

第７条 申請書類を審査した結果、その記載事項のうち、事実又は

法令に反するものがあるときは、法第８条（法第１７条におい

て準用する場合を含む。）に規定する許可の拒否に該当するもの

を除くほか、当該部分を指摘して、訂正させなければならない。

客観的かつ物的な裏付けにより確認できない記載事項についても

同様とする。

２ 省略

第８条 省略

（許可申請に関する規定の準用）

第９条 第４条から前条までの規定は、法第１７条の２第１項から第

３項まで及び第１７条の３第１項の規定に基づく知事に対する認可

の申請について準用する。この場合において、第４条中「法第６

条（法第１７条において準用する場合を含む。）」とあるのは、

「建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第１３条の２第１

項から第３項まで若しくは第１３条の３第１項」と読み替えるもの

とする。

第１０条 省略

（建設業者の指導監督）

第１１条 法第３条第１項の許可を受けて建設業を営む者（以下「建

設業者」という。）については、常にその実態を把握するととも

に、次に掲げるものにつき、指導監督しなければならない。

� 法第１１条及び 第１２条（これらの規定を法第１７条において準

用する場合を含む。）の規定による届出

�～� 省略

（報告）

第１２条 次の各号のいずれかに該当する者があるときは、直ちに土

木部長に報告しなければならない。

� 省略

� 虚偽又は不正の事実に基づいて法第３条第１項の許可（同条

第３項の許可の更新を含む。）又は法第１７条の２第１項から第

３項まで若しくは第１７条の３第１項の認可を受けた者

� 法第８条各号（法第１７条において準用する場合を含む。）の

いずれかに該当する建設業者

� 省略

� 法第１９条の３、第１９条の４、第２４条の３第１項、第２４条の

４、第２４条の５又は第２４条の６第３項若しくは第４項の規定に

違反した者

� 法第２８条第１項に規定する場合に該当する建設業者

�・� 省略

	 法第２９条第１項第１号、第３号 から第６号まで又は第

８号のいずれかに該当する建設業者


・� 省略

別記様式（第８条関係） 副申書

省略

許可（認可）申請者営業所在地 氏名 より許可（認可）

� 法第６条第１号 及び第２号に掲げる事項については、

請負工事台帳及び工事請負契約書等により照合すること。

� 法第６条第３号 の使用人数については、賃金、給料計

算表、給与支払関係書類及び雇用契約書等により照合するこ

と。

� 法第６条第６号 に規定する事項については、申請者備

付けの諸帳簿及び関係証書により照合すること。

（申請書類記載事項の訂正指導）

第７条 申請書類を審査した結果、その記載事項のうち、事実若し

くは法令に反するものがあるときは、法第８条

に規定する許可の拒否に該当するもの

を除くほか、当該部分を指摘して、訂正させなければならない。

客観的、物的裏付け により確認できない記載事項についても

同様とする。

２ 省略

第８条 省略

第９条 省略

（建設業者の指導監督）

第１０条 法第３条第１項の許可を受けて建設業を営む者（以下「建

設業者」という。）については、常にその実態をは握すると共に

次の各号 につき、指導監督しなければならない。

� 法第１１条及び法第１２条（ 法第１７条において準

用する場合を含む。）の規定による届出

�～� 省略

（報告）

第１１条 次の各号のいずれかに該当する者があるときは、直ちに土

木部長に報告しなければならない。

� 省略

� 虚偽又は不正の事実に基づいて法第３条第１項の許可（同条

第３項の許可の更新を含む。）

を受けた者

� 法第８条各号 の

いずれかに該当する建設業者

� 省略

� 法第１９条の３、第１９条の４、第２４条の３第１項、第２４条の

４又は第２４条の５第３項 若しくは第４項の規定に

違反した者

� 法第２８条第１項各号のいずれかに該当する建設業者

�・� 省略

	 法第２９条第１項第１号又は第２号の２から第６号まで

のいずれかに該当する建設業者


・� 省略

別記様式（第８条関係） 副申書

省略

許可申請者営業所在地 氏名 より建設業法第３

愛 媛 県 報令和２年１０月９日 第１４７号

８１３



（愛媛県庁事務決裁規程の一部改正）

第２条 愛媛県庁事務決裁規程（昭和５１年愛媛県訓令第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

の申請があつたので、記載内容を審査

確認したところ、次のとおりであり、許可（認可）を適当と認め

られますから、進達します。

条第１項の規定により許可の申請があつたので、記載内容を審査

確認したところ、次のとおりであり、許可 を適当と認め

られますから、進達します。

省略 省略

１ 許可（認可）申請書審査の結果、記

載事項の真否及び訂正指導の有無

１ 許可申請書審査 の結果、記

載事項の真否及び訂正指導の有無

２ 建設業 に関し

て経営業務の管理を適正に行うに足り

る能力を有するものとしての要件の該

当の有無

２ 許可を受けようとする建設等に関し

て経営業務の管理責任者

としての経験

の有無

３ 許可（認可）の要件を充足する技術

者の資格及び専任の事実の有無

３ 許可 の要件を充足する技術

者の資格及び専任の事実の有無

４ 許可（認可）の要件を充足する監理

技術者の資格及び専任の事実の有無

４ 許可 の要件を充足する監理

技術者の資格及び専任の事実の有無

省略 省略

７ 建設業法（昭和２４年法律第１００号）

第８条の許可（認可）拒否要件の該当

の有無

７ 法

第８条の許可拒否要件 の該当

の有無

省略 省略

注 不要の文字は、抹消すること。

改 正 後 改 正 前

別表第９（第４条関係）

知事の権限に属する土木部関係事務に係る特定決裁事項

別表第９（第４条関係）

知事の権限に属する土木部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

土

木

管

理

課

１ 建

設業

法の

施行

に関

する

事務

１ 建設業の許可に関すること。 土

木

管

理

課

１ 建

設業

法の

施行

に関

する

事務

１ 建設業の許可に関すること。

� 指示（第２８条第１項、第２

項、第４項）

○

� 営業の停止命令（第２８条第

３項）

○

� 許可の取消し（第２９条第１

号、第２号、第２号の２、第

３号）

○

� 許 可 の 取 消 し（第２９条 の

２）

○

� 許可の取消し（第２９条第５

号、第６号）

○

� 営業の禁止（第２９条の４） ○

� 建設業者に対する立入検査

及び報告（第３１条）

○
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（愛媛県地方局事務決裁規程の一部改正）

第３条 愛媛県地方局事務決裁規程（昭和５５年愛媛県訓令第１０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

� 建設業者及び建設業者団体

に対する指導、助言及び勧告

（第４１条）

○

� 省略 � 省略

２ 経営状況分析（第２７条の３５第

１項、第５項）

○ ２ 経営事項審査に関すること。

� 経営規模等評価の申請の時

期及び方法等の決定（建設業

法施行規則（以下この項にお

いて「省令」という。）第１９

条の６第１項）

○

� 総合評定値の請求の時期及

び方法等の決定（省令第２１条

の２第１項）

○

� 経営状況分析（第２７条の３５

第１項、第５項）

○

３ 建設工事紛争審査会に関する

こと。

３ 建設工事紛争審査会に関する

こと。

� 委員の任命及び解任（第２５

条の２第２項、第２５条の５）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

４ 省略 ４ 省略

２～８

省略

２～８

省略

改 正 後 改 正 前

別表第５（第４条関係）

局長の権限に属する建設部関係事務に係る特定決裁事項

別表第５（第４条関係）

局長の権限に属する建設部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決者
局

長

専決者

部

長

課

長

部

長

課

長

管

理

課

１ 建

設業

法の

施行

に関

する

事務

１ 省略 管

理

課

１ 建

設業

法の

施行

に関

する

事務

１ 省略

２ 建設業者の地位の承継の認可に

関すること。

２ 建設業の変更・廃業等の届出の

受理（第１１条、第１２条）

○

� 認可（第１７条の２第１項から

第３項まで、第１７条の３第１

項）

○

� 認可の拒否（第８条、第１７条

の２第４項、第１７条の３第３

項）

○

３ 建設業の許可の取消し（第２９条

第１項第５号）

○ ３ 建設業の許可の取消し（第２９条

第４号 ）

○
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（愛媛県地方局処務規程の一部改正）

第４条 愛媛県地方局処務規程（昭和５６年愛媛県訓令第４０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

４・５ 省略 ４・５ 省略

６ 経営規模等評価（第２７条の２６第

１項、第４項、第２７条の２７、第２７

条の２８）

○ ６ 経営事項審査に関すること。

� 経営規模等評価（第２７条の２６

第１項、第４項、第２７条の２７、

第２７条の２８、建設業法施行規則

（以下この項において「省令」

という。）第２０条第３項、第２１

条）

○

� 総合評定値の通知（第２７条の

２９第１項、第３項）

○

２～３７

省略

２～３７

省略

別表第７（第４条関係）

土木事務所長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

別表第７（第４条関係）

土木事務所長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

所

長

専決者
所

長

専決者

課

長

主

幹

課

長

主

幹

用

地

管

理

課

１・２

省略

用

地

管

理

課

１・２

省略

３ 建

設業

法の

施行

に関

する

事務

３ 建

設業

法の

施行

に関

する

事務

１ 建設業の許可の更新（第３条第

３項）

○

２ 建設業の変更、廃業等の届出の

受理（第１１条、第１２条）

○

３ 建設業の許可の取消し（第２９条

第４号）

○

１ 省略 ４ 省略

２ 省略 ５ 省略

４～５２

省略

４～５２

省略

備考 省略 備考 省略

改 正 後 改 正 前

（地方局長の専決事項）

第１４条 省略

２～６ 省略

７ 地方局長の専決処理すべき事項のうち、建設部に関する事項

は、次に掲げるとおりとする。

�～� 省略

�の２ 建設業法第１７条の２第１項から第３項まで及び第１７条の

３第１項の規定に基づく建設業者の地位の承継の認可に関する

こと。

�の３ 建設業法第１７条の２第４項及び第１７条の３第３項におい

て準用する同法第８条の規定に基づく建設業者の地位の承継の

（地方局長の専決事項）

第１４条 省略

２～６ 省略

７ 地方局長の専決処理すべき事項のうち、建設部に関する事項

は、次に掲げるとおりとする。

�～� 省略
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監 査 公 表

�公表第９号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規定により、

措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表する。

令和２年１０月９日

愛媛県監査委員 永 井 一 平

同 越 智 忍

同 森 � 康 行

同 � 橋 正 浩

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

認可の拒否に関すること。

�の４ 省略

�の５ 省略

� 建設業法第２９条第１項第５号の規定に基づく許可の取消しに

関すること。

�の２～� 省略

８・９ 省略

（土木事務所長等の専決事項）

第１６条 地方局土木事務所長の専決処理すべき事項は、次に掲げる

とおりとする。ただし、異例又は重要と認められるものについて

は、あらかじめ地方局長の承認を受けなければならない。

�～� 省略

� 建設業法第２９条第１項第５号の規定に基づく許可の取消しに

関すること。

�の２～�の１６ 省略

２～４ 省略

�の２ 省略

�の３ 省略

� 建設業法第２９条第４号 の規定に基づく許可の取消しに

関すること。

�の２～� 省略

８・９ 省略

（土木事務所長等の専決事項）

第１６条 地方局土木事務所長の専決処理すべき事項は、次に掲げる

とおりとする。ただし、異例又は重要と認められるものについて

は、あらかじめ地方局長の承認を受けなければならない。

�～� 省略

� 建設業法第２９条第４号 の規定に基づく許可の取消しに

関すること。

�の２～�の１６ 省略

２～４ 省略

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

市 町 振 興 課 令和元年８月２０日

（監査の結果）

政治資金関係文書に係る手数料について、納期限内の収入の確保に努

めるとともに適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

３０年度 １者 ２７０ 平成３０年度決算による

（措置の内容）

請求者が交付手数料の納入方法に納得出来ないため収入未済となって

いたが、愛媛県情報公開・個人情報保護審査会の情報公開部分公開決定

に係る審査請求に対する答申（令和２年２月３日、答申第４４号）におい

て、「現行の費用の納入方法には一定の合理性があり、やむを得ないも

のと認められる」とされたことから、令和２年２月２６日付文書にて納入

期限を定めて督促し、期限内の納入が確認できなかったため、令和２年

３月２４日に交付手数料２７０円の減額調定を行った。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

循 環 型 社 会 推 進 課 令和元年８月２３日

（監査の結果）

収入未済の行政代執行費用（高濃度ＰＣＢ廃棄物の処分に係るもの）

について、納期限内の収入の確保に努めるとともに適切に債権管理され

たい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

３０年度 １者 ６４５，２８２ 平成３０年度決算による

（措置の内容）

行政代執行費用については、法人に対して請求や催告を行い回収に努

めてきたところであるが、令和２年５月末日現在における収入未済額は

６４５，２８２円となっている。

ついては、法人に対する催告を継続するとともに、引き続き、滞納処

分の対象となる財産調査や差押の検討を実施する。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

保 健 福 祉 課 令和元年８月３０日

（監査の結果）

収入未済の生活安定資金貸付金償還金について、適切に債権管理され

たい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

１６年度及び１７年度 ５０５者 ４４，６５８，２６０平成３０年度決算による

（措置の内容）

未収入金の収入確保については、市町に対し、借受人や連帯保証人へ

連絡等を行い、生活状態等の確認や償還督励を実施し、また、行方不明

者についても追跡調査を行うよう要請してきたところ。

その結果、平成３０年度末の未収入金４４，６５８，２６０円のうち、令和元年度

中に３７，４１０円を回収した。また、時効援用の申立があった２０名について、

１，３７１，７５０円を不納欠損とし、借受人の行方不明などで回収不能と判断

した３名について、２７９，０８０円を債権放棄した結果、令和元年度末には、

前年度より債務者数で２３者減の４８２者、収入未済額で１，６８８，２４０円減の４２
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，９７０，０２０円となっている。

今後とも借受人等の生活状況に応じた適切な償還指導により、債権の

整理に努めたい。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

医 療 対 策 課 令和元年８月３０日

（監査の結果）

１ 看護職員修学資金貸付金償還金について、収入未済額の縮減に、引

き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３０年度 ０ ６４８，０００ ６４８，０００

２９年度 ０ １，８００，０００ １，８００，０００ 金額は各年度の決算による

差引増減 ０ △１，１５２，０００ △１，１５２，０００

２ 収入未済の延滞金（看護職員修学資金貸付金償還金に伴うもの）に

ついて、適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

２６年度・２７年度 １者 ５８，８１２ 平成３０年度決算による

（措置の内容）

１ 看護職員修学資金貸付金償還金について、下記のとおり未収金が生

じていたものであり、文書及び電話等による償還指導に努めた。

年度 債務者Ａ 計

２５年度 ２１６，０００ ２１６，０００

２６年度 ４３２，０００ ４３２，０００

計 ６４８，０００ ６４８，０００

【債務者Ａへの対応状況】

電話、文書による督促を実施していたところ、平成２６年５月に、

本人から給与収入の減により返還が難しい旨連絡があった。その後、

電話及び文書で督促を継続しているが応じない状況であった。

令和元年度も引き続き償還指導に努めていたところ、令和元年５

月に６４８，０００円の返還があった。

２ 看護職員修学資金貸付金償還金に伴う延滞金が下記のとおり生じて

いたものであり、文書及び電話により償還指導に努めていたところ、

債務者Ｂより、令和２年１月に５８，８１２円の返還があった。

年度 債務者Ｂ 計

２６年度 １９，１４５ １９，１４５

２７年度 ３９，６６７ ３９，６６７

計 ５８，８１２ ５８，８１２

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

子 育 て 支 援 課 令和元年８月２３日

（監査の結果）

１ 児童扶養手当返還金について、納期限内の収入確保と収入未済額の

縮減に、引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３０年度 １２６，８７０ ９０７，８７０ １，０３４，７４０

２９年度 ０ １，２３８，０３０ １，２３８，０３０ 金額は各年度の決算による

差引増減 １２６，８７０ △３３０，１６０ △２０３，２９０

２ 母子父子寡婦福祉資金特別会計における母子・寡婦福祉資金貸付金

償還金について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、引き続

き努められたい。

（母子福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３０年度 ６，５２４，５７８ ２４６，２３５，３９１ ２５２，７５９，９６９

２９年度 ８，００８，９５２ ２４６，７７３，７７２ ２５４，７８２，７２４ 金額は各年度の決算による

差引増減 △１，４８４，３７４ △５３８，３８１ △２，０２２，７５５

（寡婦福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３０年度 ２４１，８４４ １９，９１６，１９４ ２０，１５８，０３８

２９年度 １９０，５４４ ２０，０５８，８２７ ２０，２４９，３７１ 金額は各年度の決算による

差引増減 ５１，３００ △１４２，６３３ △９１，３３３

（措置の内容）

１ 児童扶養手当返還金については、督促など納入指導に努めているが、

令和２年５月末時点で収入未済額は９５４，７４０円となっている。

納入指導については、制度の趣旨や返還金の発生理由について説明

を行うとともに、個々の債務者の実態に応じて督促等を継続している。

また、当該返還金は、主に受給者の受給資格に関する届出遅延により

発生していることから、町に対して受給者に対する現況届や資格喪失

届の提出指導、関係部門との連携及び関係公簿等の確認について周知

徹底を図り、今後も返還金の発生の未然防止に努めたい。

２ 母子父子寡婦福祉資金特別会計における貸付金償還金については、

資金の貸付申請時において母子・父子自立支援員による制度の十分な

説明と適正な償還計画の指導を行うとともに、償還開始直前には必要

に応じて借受者に償還が始まる旨を連絡するなど、適期収入に努めた。

滞納となったものについては、資金の貸付けの段階から本人への相

談・指導にあたっている県下の母子・父子自立支援員全員の協力を得

ながら、督促状の送付、滞納状況に関する通知及び本人又は保証人へ

の電話、訪問を行うなど償還指導に努めた。

また、平成３１年３月の一斉催告から、一度も償還のない者等、本庁

所管分の２６３件（未納額１２９，１２８，２０２円）について、令和２年３月に一

斉に催告書を発出し、収入未済額の減少に努めるとともに、債権に係

る財務データと帳簿との照会作業を進めており、並行して債務者等の

現状確認とあわせて、適正な債権管理に向けた分析作業に取り組んで

いる。

これらの結果、前年度からの滞納繰越分２７２，９１８，００７円のうち、４，８

７９，３０１円が令和元年度内に納入されたが、令和元年度償還分６，２００，９５

２円が未収となったことから、令和元年度末の収入未済額は２７４，２３９，６

５８円となっており、引き続き収入確保と滞納繰越額の縮減に努めたい。

愛 媛 県 報令和２年１０月９日 第１４７号

８１８



監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

障 が い 福 祉 課 令和元年８月２３日

（監査の結果）

収入未済の心身障害者扶養共済年金過払金について、適切に債権管理

されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

２９年度 １者 ３０，０００ 平成３０年度決算による

（措置の内容）

年金受給権者死亡届提出の遅延により発生した心身障害者扶養共済制

度年金の過払分（１件）について、年金受給者の遺族に対し返還を求め

た結果、平成２９年度債権の３０，０００円は、令和元年度中に全額回収完了と

なった。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

企 業 立 地 課 令和元年８月２０日

（監査の結果）

収入未済の企業立地促進事業費補助金返還金について、適切に債権管

理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

１９年度 １者 ３４，７９６，０００ 平成３０年度決算による

（措置の内容）

債務者は、豚肉の差額関税脱税事件を起こし、国税当局の差押えを受

け、休眠状態となったため未収となっているものであるが、未だ返納さ

れていない。

今後も社長への定期的な訪問や税関との協議を続けるなど、鋭意、返

還金の回収に努めてまいりたい。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

労 政 雇 用 課 令和元年８月２０日

（監査の結果）

収入未済の地域改善対策職業訓練受講資金等貸付金償還金について、

適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

１７年度 １者 ８，７００ 平成３０年度決算による

（措置の内容）

令和元年８月２９日に償還済み。（収入未済額 ８，７００円）

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

経 営 支 援 課 令和元年８月２６日

（監査の結果）

１ 中小企業振興資金特別会計における収入未済の違約金（貸付金償還

金に伴うもの）について、適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

２９年度 １者 ５，２４６，４６０ 平成３０年度決算による

２ 高速道路を利用して通勤している職員（１名）の通勤手当について、

届出と違う経路で通勤していたにもかかわらず、所属において事後の

確認を怠っていたため、１７１，０５２円（平成３０年１２月から令和元年６月

分）が過支給となっていた。

（措置の内容）

１ 当該違約金は、平成２９年４月に誓約した分割納付計画に基づき、同

年４月から毎月１５０，０００円を回収し、令和４年２月に完済予定となっ

ていたところ。

しかしながら、令和元年５月、貸付先から業績不振を理由に当該分

割納付計画を見直すよう要望があり、やむを得ないと認められること

から、これを承諾することとし、令和２年８月を目途に新たな納付計

画を策定する見込みとなっている。

今後とも、関係金融機関と連携して当該企業の事業再生を支援しな

がら、適切な債権管理に努めたい。

２ 過支給となった通勤手当について、速やかに返納処理を行った。

（令和元年９月返納済）

また、所属職員に対して、通勤手当の適正受給について周知徹底を

図った。

今後は、所属における実績確認を徹底するとともに、チェック体制

の充実強化を図ることによって、再発防止に努めてまいりたい。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

林 業 政 策 課 令和元年９月４日

（監査の結果）

１ 林業改善資金特別会計における林業改善資金貸付金償還金について、

収入未済額の縮減に、引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３０年度 ０ ６４，３９２，８９０ ６４，３９２，８９０

２９年度 ０ ６６，５５２，８９０ ６６，５５２，８９０ 金額は各年度の決算による

差引増減 ０ △２，１６０，０００ △２，１６０，０００

２ 林業改善資金特別会計における収入未済の違約金（貸付金償還金に

伴うもの）について、適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

１９年度～２１年度 ３者 １，０５５，３５５ 平成３０年度決算による

（措置の内容）

１ 林業改善資金貸付金償還金については、近年、林業・木材産業を取

り巻く経営環境が厳しさを増す中、法人の解散による事業の廃止等に

より平成３０年度末で５件６４，３９２，８９０円（件数は実債務者数）の未収金

が生じていた。令和元年度も債務者の資力等に応じた償還の指導に努

めた結果、年度内に１，７９３，０４４円が償還された。令和２年度は、５月

末までに３９２，０００円の償還があり、令和２年５月末現在の未収金総額

は、３件６２，２０７，８４６円となっている。

今後とも、地方局等を通じて債務者の状況を把握するなど、適正な

債権管理を行い、納期限内の収入確保に努めるとともに、適切な償還

指導により、未収金の早期収入に努めたい。

２ 法人の解散による事業の廃止等により生じた貸付金償還金に係る違
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約金については、平成３０年度末で３件１，０５５，３５５円（件数は実債務者

数）の未収金が生じていた。令和元年度は２５０，７２０円を不納欠損処理

（債務者の自己破産・免責決定による）したが、新たに７５３，８３０円の

未収金が発生した。令和２年度は、５月末までに１０，０００円の償還があ

ったため、令和２年５月末現在の未収金総額は、３件１，５４８，４６５円と

なっている。いずれも返済資力がなく回収が困難な状況であるが、債

務者の資力等を考慮し、貸付金償還金完済後の納入を指導していると

ころである。

今後とも、違約金に係る適正な債権管理に努めたい。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

森 林 整 備 課 令和元年９月４日

（監査の結果）

県有林経営事業特別会計については、昭和５９年度以降歳入不足額が生

じ、毎年度繰上充用の措置が講じられているところであるが、平成３０年

度末の歳入不足額は２２億６，１２４万円と、前年度より３，３９２万円減少したも

のの、平成３０年度の木材価格は県営林経営改善計画策定当時（平成１１年

度）の５割程度まで下落していることから、平成２７年３月に見直しを行

った県営林経営改善計画を着実に実行するなど、今後の健全な経営に向

けて、より一層努められたい。

（措置の内容）

県有林経営事業特別会計は、平成２７年３月に見直した「県営林経営改

善計画」に沿った事業運営を行い、次の新たな改善策を順次推進するな

ど円滑な経営改善に努めている。

�森林を採算林、不採算林に区分し管理。

�分収林の不採算林は無償解約、採算林は契約を延長。

�県有林の採算林は、７０年サイクルの森林を目指す。

�平成２８年度から人員を削減。（４名→３名）

�県有林経営事業基金は処分し、償還金に補填。

�林業躍進プロジェクト等の施策を積極的に推進。

�平成２８年度から償還金に対しても一般会計から繰入。

こうした取り組みの結果、令和元年度の単年度収支（繰上充用額を除

く。）は３，４７１万円の黒字となり、令和元年度末の歳入不足額は前年度

に比べ減少し２２億２，６５３万円となったが、依然として歳入不足が生じて

いることから、今後も経営改善計画を着実に実行し、財政健全化が早期

に図られるよう鋭意努力して参りたい。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

漁 政 課 令和元年８月３０日

（監査の結果）

１ 沿岸漁業改善資金特別会計における沿岸漁業改善資金貸付金償還金

について、収入未済額の縮減に、引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３０年度 ０ １，７１０，０００ １，７１０，０００

２９年度 ０ １，８９１，０００ １，８９１，０００ 金額は各年度の決算による

差引増減 ０ △１８１，０００ △１８１，０００

２ 沿岸漁業改善資金特別会計における収入未済の違約金（貸付金償還

金に伴うもの）について、適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

２２年度 １者 ９６９，５１７ 平成３０年度決算による

（措置の内容）

１ 沿岸漁業改善資金貸付金償還金については、厳しい漁業経営を強い

られる中、平成３０年度末で２名分１，７１０，０００円の滞納繰越が生じてい

る。これに対して、定期的に本人と面談して、分割による償還を指導

してきた結果、令和元年度は、うち１名から計１２０千円、残る１名か

らは計１０８千円を収入した。

今後とも、適正な償還指導を通じて未収金の早期収入に努め、債権

全体の回収に繋げて参りたい。

２ 違約金９６９，５１７円は長期延滞となっており、定期的に本人と面談し、

違約金の早期納入を指導している。当面は、償還金（元本）の完済を

優先させ、早期に違約金の支払いが可能となるよう適正な納入指導を

継続することとしている。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

建 築 住 宅 課 令和元年９月４日

（監査の結果）

住宅貸付損害金について、適切に債権管理するとともに、収入未済額

の縮減に、引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３０年度 ５３２，３２９ ２６，７２０，１０７ ２７，２５２，４３６

２９年度 １，２０４，０３２ ２６，２６４，６００ ２７，４６８，６３２ 金額は各年度の決算による

差引増減 △６７１，７０３ ４５５，５０７ △２１６，１９６

（措置の内容）

平成３０年度末時点における住宅貸付損害金（１０３名２７，２５２，４３６円）の

退去滞納者に対しては、催告通知等回収に努めたところ、令和元年度中

に１名から１５３，０１９円の入金があり、２７，０９９，４１７円となった。

また、分割納入中の者から１２２，０００円の入金があったため、最終的な

過年度分未収金については１０２名２６，９７７，４１７円となった。

なお、新たに提訴した明渡訴訟により退去した者への住宅貸付損害金

３名４０３，６８８円が発生し、催告通知等回収に努めたが、結果的に入金等

を得ることが出来ず、令和元年度末現在で住宅貸付損害金は、１０５名２７，

３８１，１０５円となった。引き続き地方局と連携しながら収入確保に努める

とともに、より一層の収入未済額の縮減に努めてまいりたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

元年度 ４０３，６８８ ２６，９７７，４１７ ２７，３８１，１０５

３０年度 ５３２，３２９ ２６，７２０，１０７ ２７，２５２，４３６ 金額は各年度の決算による

差引増減 △１２８，６４１ ２５７，３１０ １２８，６６９

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

教 育 総 務 課 令和元年８月２２日
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（監査の結果）

奨学資金特別会計における奨学資金貸付金償還金について、納期限内

の収入確保と収入未済額の縮減に、一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３０年度 ６５，７５７，０００ ２３０，８８２，９６６ ２９６，６３９，９６６

２９年度 ６３，０３５，０００ ２１４，９２７，１００ ２７７，９６２，１００ 金額は各年度の決算による

差引増減 ２，７２２，０００ １５，９５５，８６６ １８，６７７，８６６

（措置の内容）

奨学資金貸付金償還金については、奨学生の採用時及び貸与終了時に、

学校長を通じ制度の趣旨や返還義務等を指導するとともに、卒業後、新

たに返還を開始するときは、納入通知書発行に先立ち、文書により納入

期限及び納入額の事前案内を行い、納期限内の収入確保に努めている。

また、返還指導を業務とする奨学生指導員（特定業務職員３名）を設

置し、係員と連携して、滞納者本人や連帯保証人等に対する電話、文書

等での返還指導を行うほか、平成３０年度からは回収困難な債権を債権回

収会社に委託し収入未済額の縮減に取り組んでいる。

平成３０年度末現在の未収額２９６，６３９，９６６円については、令和元年度に

６０，３０２，４６６円（うち委託先での収納分１７，３７７，３６６円）を収納し、令和２

年度への滞納繰越額は２３６，３３７，５００円となった。しかしながら、多量採

用した時期（平成２１年度前後）の奨学生が返還期にあることなどにより、

令和元年度には新たに９４４件、６６，８６０，０００円の未収金が発生したため、

令和元年度末現在の未収額は、過年度分と合わせて３０３，１９７，５００円とな

った。

今後は、奨学生指導員による早期指導に注力するため、長期未収債権

の委託を進め、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に努めたい。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

人 権 教 育 課 令和元年８月２２日

（監査の結果）

地域改善対策高等学校等就学奨励費貸付金償還金について、納期限内

の収入確保と収入未済額の縮減に、一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３０年度 ２５，９５２，７１５ ５８１，７１４，９００ ６０７，６６７，６１５

２９年度 ３２，４２９，００６ ５６８，１５９，０２２ ６００，５８８，０２８ 金額は各年度の決算による

差引増減 △６，４７６，２９１ １３，５５５，８７８ ７，０７９，５８７

（措置の内容）

令和元年度における地域改善対策高等学校等就学奨励費貸付金償還金

については、５５，２７３，０１７円の調定額に対し、収納額３３，２７８，０３６円となっ

ており、収納率は６０．２％であった。

滞納繰越分については、償還金の未納者に対して、督促状の発行や各

種通知文に未納額を掲載して納入を促すとともに、県担当者が奨学生で

あった者やその保護者と面談するなどして返還指導を実施した結果、令

和元年度中に１６，０６０，２８３円を収納し、令和２年３月末現在では５９１，５３５，

４９９円となったが、新たに令和元年度の未収金２１，９９４，９８１円が発生した

ことから、令和元年度末の収入未済額は６１３，５３０，４８０円となっている。

平成２３年度からはすべての未納対象者に対し「未納状況通知書」を送

付することで、さらに返還を促すとともに、平成２５年度からは奨学生指

導員を１名配置し、市町担当者と連携を密に図り、返還に係る相談者に

も丁寧に対応している。また面接指導の回数を増やすなど係全員体制で

より効果的な運用を図っている。

今後は、さらにきめ細やかな返還指導を徹底し、債務者の返還意識を

高揚させることで、納期内収入の確保と収入未済額の縮減に一層努めた

い。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

東 予 地 方 局 総 務 企 画 部 令和元年７月１１日

（監査の結果）

県税について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、引き続き

努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３０年度 １５９，２５３，８４０ ２４５，１２７，２９２ ４０４，３８１，１３２

２９年度 １６４，７６５，０４２ ３４１，２４０，３９１ ５０６，００５，４３３
金額は各
年度の決
算による

差引増減 △５，５１１，２０２ △９６，１１３，０９９ △１０１，６２４，３０１

（措置の内容）

滞納となったものについては、愛媛県徴収確保対策本部において、滞

納整理方針及び数値目標を策定して計画的な滞納整理に努めるとともに、

滞納整理強化期間の設定、差押の早期着手と換価処分の促進などを実施

し、滞納整理に努力した結果、平成３１年度に繰り越した未収入金４０４，３８

１，１３２円が令和２年５月３１日現在で１７８，４２０，７９９円に減少した。

平成３１年度現年課税分については、自動車税納期内納付キャンペーン

等による啓発のほか、これまでのコンビニやクレジットカード納付に加

え、今年度よりスマートフォン決済アプリ納付を導入し、納税者の利便

性を向上させ、納期内自主納税の促進に努めるとともに、滞納者に対し

ては、早期に財産調査を進め、預金、保険、給与などの差押えを実施す

るほか、タイヤロックや捜索など積極的に滞納処分を実施することによ

り、令和２年５月３１日時点の未収入金は１４１，９４５，１７７円となった。

今後とも、納税秩序の維持と税収の確保を図るため、県税の納期限内

の収入確保とともに滞納繰越分の整理に努めたい。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

東 予 地 方 局 健 康 福 祉 環 境 部 令和元年７月１１日

（監査の結果）

１ 生活保護費戻入金について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮

減に、より一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３０年度 ９０，０００ ２３７，０２０ ３２７，０２０

２９年度 ０ ２７９，５０５ ２７９，５０５ 金額は各年度の決算による

差引増減 ９０，０００ △ ４２，４８５ ４７，５１５

２ 母子父子寡婦福祉資金特別会計における母子・父子・寡婦福祉資金

貸付金償還金について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、

より一層努められたい。

（母子福祉資金貸付金償還金）
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区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３０年度 １０，４７６，４２７ ４３，８５５，７７８ ５４，３３２，２０５

２９年度 ９，６６６，５６４ ３８，００７，３０１ ４７，６７３，８６５ 金額は各年度の決算による

差引増減 ８０９，８６３ ５，８４８，４７７ ６，６５８，３４０

（父子福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３０年度 ９４，０００ ２３，５００ １１７，５００

２９年度 ２３，５００ ０ ２３，５００ 金額は各年度の決算による

差引増減 ７０，５００ ２３，５００ ９４，０００

（寡婦福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３０年度 ２８６，８８１ １，８５２，８４３ ２，１３９，７２４

２９年度 ２１０，９４９ １，６９５，０７４ １，９０６，０２３ 金額は各年度の決算による

差引増減 ７５，９３２ １５７，７６９ ２３３，７０１

（措置の内容）

１ 生活保護費戻入金については、生活保護費返還金納付計画に基づく

適期収入が図られるよう、滞納者に対し督促状・催告書の送付や臨戸

訪問による納入指導に努めた。

前年度に発生した生活保護戻入金３２７，０２０円については、滞納者２

名が年度途中に死亡したこと、残る滞納者１名も生活保護受給者であ

ったことから、計画どおりの返還が困難となり、全額未納となった。

なお、令和元年度に発生した生活保護戻入金３５５，１７９円については全

額納入されたことから、令和元年度の収入未済額は３２７，０２０円のまま

である。今後も粘り強く返還指導を行い、滞納繰越額の縮減に努めて

参りたい。

２ 母子父子寡婦福祉資金特別会計の貸付金償還金については、貸付申

請時に母子・父子自立支援員が制度を十分説明し適正な償還計画を作

成するよう指導するとともに、償還開始直前には借受人に償還が始ま

ることを連絡するなど、適期収入に努めた。

また、償還が滞った者には、督促状の送付、滞納状況に関する通知

及び借主（連帯借主）への電話、臨戸訪問による償還指導を行うとと

もに、連帯保証人に対しても借主に対する返済の働き掛けや連帯保証

人自身からの償還を依頼するなど、納入指導に努めた。

その結果、前年度からの滞納繰越分５６，５８９，４２９円のうち、７，０４６，２３

２円が納入された。

しかしながら、償還者の就職難や疾病などによる経済状況の悪化に

より償還が困難となる者が多く、令和元年度償還分１０，７５４，７２９円が未

収となったため、令和元年度の収入未済額は６０，２９７，９２６円となったこ

とから、今後とも、借主の生活状況に応じた適切な償還指導を粘り強

く行い、納期限内の収入確保と滞納繰越額の縮減に努めて参りたい。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

東予地方局産業経済部今治支局 令和元年７月９日

（監査の結果）

職員の不注意により公用車による事故が発生（１件）し、相手方の人

的被害があったほか、当該車両及び相手方車両の毀損があり、県に多額

の損害を与えた。

（措置の内容）

日頃から、交通ルールの遵守はもとより、安全運転の励行と事故防止

について注意喚起を行っているところであるが、引き続き、職員に対す

る安全運転意識高揚の徹底を図り、再発防止に努めている。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

東 予 地 方 局 建 設 部 令和元年７月１１日

（監査の結果）

住宅貸付料について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、引

き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３０年度 ５４９，８００ ５，１２５，４００ ５，６７５，２００

２９年度 ４６５，０００ ６，１９１，６００ ６，６５６，６００ 金額は各年度の決算による

差引増減 ８４，８００ △１，０６６，２００ △９８１，４００

（措置の内容）

平成３０年度末時点で５，６７５，２００円の収入未済額があったが、令和元年

度においても納入促進を図るため、滞納者に対して定期的に戸別訪問等

による納入督促を行った。

また、長期滞納者については、督促状の発送、訪問、電話、呼出し等

での催告、連帯保証人への協力依頼などにより、強力に納入指導を実施

するとともに、悪質な長期滞納者に対しては、住宅の明渡しを請求し訴

訟を提起することとしている。

この結果、令和元年度は、滞納繰越金の６５６，２００円の納入があり、不

納欠損処分２，６７１，５００円を行った。令和元年度現年度分の収入未済額は

５２５，４００円となり、令和元年度分を含めた収入未済額は、前年度に比べ

２，８０２，３００円減の２，８７２，９００円となっている。

今後とも、引き続き納入督促を行い、滞納整理に努めて参りたい。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

東 予 地 方 局 今 治 土 木 事 務 所 令和元年７月９日

（監査の結果）

住宅貸付料について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、引

き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３０年度 １，０３８，０００ １，３４６，２００ ２，３８４，２００

２９年度 ７１１，４００ ２，００８，７００ ２，７２０，１００ 金額は各年度の決算による

差引増減 ３２６，６００ △６６２，５００ △３３５，９００

（措置の内容）

平成３０年度末時点で２，３８４，２００円（３１名）の収入未済額があったが、

令和元年度においても納入促進を図るため、滞納者に対して定期的に戸

別訪問等による納入督促を行った。

また、長期滞納者については、督促状の発送、訪問、電話、呼出し等
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での催告、連帯保証人への協力依頼などにより強力に納入指導を実施す

るとともに、悪質な長期滞納者に対しては、住宅の明渡しを請求し訴訟

を提起することとした。

この結果、令和元年度は、滞納繰越金の３８．６％、９１９，９００円（３０名）

の納入があったものの、令和元年度現年度分の収入未済額は１，０６０，５００

円となり、令和元年度末現在の収入未済額は、前年度に比べ１４０，６００円

増の２，５２４，８００円となった。

今後とも、引き続き納入督促を行い、滞納整理に努めて参りたい。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

中 予 地 方 局 総 務 企 画 部 令和元年７月２５日

（監査の結果）

県税について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、引き続き

努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３０年度 ２４６，１７４，４８６ ３８８，００８，５２０ ６３４，１８３，００６

２９年度 ２５１，７１５，３７２ ５２８，８５９，２６９ ７８０，５７４，６４１
金額は各
年度の決
算による

差引増減 △５，５４０，８８６ △１４０，８５０，７４９ △１４６，３９１，６３５

（措置の内容）

現年課税分のうち自動車税については、「納期内納付キャンペーン」

を実施し、コンビニ及びクレジットカード収納等の利用促進により、納

期内納付を促進した。

また、県税の滞納（現年分及び繰越分）については、愛媛県徴収確保

対策本部において策定された滞納整理方針及び数値目標に基づき、迅速

な差押の実施と換価処分の促進、税務職員の相互併任等の市町と連携し

た滞納整理の推進など、効果的・効率的な徴収対策を実施した。

さらに、中予地方局では、平成２４年度に設置した「愛媛県特別滞納整

理班」に県内の徴収困難案件や煩雑な公売案件を集約し、時機を逃さず

専門的な滞納処分に取り組んだ。

これらの取組みの結果、現年度分と滞納繰越分を合わせた収入未済額

は、平成３０年度の６３４，１８３，００６円から令和元年度には５６３，２１５，３５１円とな

り、７０，９６７，６５５円、１１．１９％の減少となった。

また、現年度課税の納期内納付率は、金額ベースで９８．０８％、対前年

比０．４６ポイント増となり、このうち自動車税種別割（旧自動車税）は８７

．６４％で対前年比１．１６ポイント増となった。

今後とも、納税秩序を確立し、税負担の公平性と県税収入の確保を図

るため、納期内納付の促進と収入未済額の縮減に努めて参りたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

元年度 ２６６，５９６，９２４ ２９６，６１８，４２７ ５６３，２１５，３５１

３０年度 ２４６，１７４，４８６ ３８８，００８，５２０ ６３４，１８３，００６
金額は各
年度の決
算による

差引増減 ２０，４２２，４３８ △９１，３９０，０９３ △７０，９６７，６５５

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

中 予 地 方 局 健 康 福 祉 環 境 部 令和元年７月２５日

（監査の結果）

１ 生活保護費戻入金について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮

減に、より一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３０年度 ２，２７５，４５０ １４，０５０，３１０ １６，３２５，７６０

２９年度 ２，１０４，２２０ １２，０６１，０９０ １４，１６５，３１０ 金額は各年度の決算による

差引増減 １７１，２３０ １，９８９，２２０ ２，１６０，４５０

２ 母子父子寡婦福祉資金特別会計における母子・寡婦福祉資金貸付金

償還金について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、引き続

き努められたい。

（母子福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３０年度 １，８９５，０３０ ８，３８８，２８６ １０，２８３，３１６

２９年度 １，８７５，６２２ ８，８１７，６５３ １０，６９３，２７５ 金額は各年度の決算による

差引増減 １９，４０８ △４２９，３６７ △４０９，９５９

（寡婦福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３０年度 １２７，１２８ １，１１７，０５８ １，２４４，１８６

２９年度 １２７，１２８ １，６７８，４１２ １，８０５，５４０ 金額は各年度の決算による

差引増減 ０ △５６１，３５４ △５６１，３５４

（措置の内容）

１ 生活保護費戻入金の過年度収入未済額については家庭訪問や電話、

文書等で納入指導を行った結果、前年度からの滞納繰越額１６，３２５，７６０

円に対し、１６２，７８９円の納入があったが、令和元年度現年度償還分１，９

４７，５７８円が未納となったことから、令和元年度末現在の収入未済額は

１８，１１０，５４９円となっている。

滞納者は、生活保護を受給中又は受給していた者で、厳しい生活状

況にはあるが、今後も、家庭訪問や電話、文書等により返還指導を行

い、収入の確保と収入未済額の縮減に努めたい。

２ 母子父子寡婦福祉資金特別会計における貸付金償還金の過年度収入

未済額については、督促状・催告書の送付や電話・訪問による督促な

どを実施した結果、前年度からの滞納繰越額１１，５２７，５０２円に対し、１，

６３８，４２４円（不納欠損：３１０，３００円を含む）の納入等があったが、令和

元年度現年度償還分１，７１１，４４９円が未納となったことから、令和元年

度末現在の収入未済額は１１，６００，５２７円となっている。

この貸付金償還金は、本特別会計における貸付金の財源であること

から、今後とも、引き続き、電話・文書等による返還指導を行うとと

もに、個々の生活状況に応じた適切な返還計画などの指導も併せて行

い、納期限内の収入確保に努めるとともに、滞納繰越額の整理・縮減

に努めたい。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

中 予 地 方 局 建 設 部 令和元年７月２５日
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（監査の結果）

１ 住宅貸付料について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、

一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３０年度 ５，６７８，７８７ １９，２８０，５３０ ２４，９５９，３１７

２９年度 ６，２３６，６０２ １７，８８１，３３０ ２４，１１７，９３２ 金額は各年度の決算による

差引増減 △５５７，８１５ １，３９９，２００ ８４１，３８５

２ 収入未済の前払金余剰額に対する利息（工事請負契約の解除に伴う

もの）について、適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

２８年度 １者 ５，７９４ 平成３０年度決算による

３ 収入未済の河川不法投棄処分費用負担金について、適切に債権管理

されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

２９年度 １者 ２４８，４００ 平成３０年度決算による

４ 職員の不注意により公用車による事故が発生（５件）し、当該車両

及び相手方車両の毀損があった。

（措置の内容）

１ 平成３０年度末における県営住宅貸付料滞納分（２４，９５９，３１７円）につ

いては、愛媛県県営住宅家賃滞納整理要領及び愛媛県県営住宅指定管

理者業務仕様書に基づき、本人に対する督促状の送付、電話や訪問に

よる督促、呼出しによる納付指導を行うとともに、保証人に対する納

付指導依頼を行うほか、債権回収業者への収納業務委託により滞納の

解消に努めている。

この結果、令和２年３月末日現在において、６，１３３，０１６円納付及び

３，６９１，０００円の不納欠損処分により、滞納額が１５，１３５，３０１円に減少し

た。今後とも住宅貸付料の納期限内収入に留意するとともに、滞納繰

越分についても収入確保に努めたい。

２ 納入義務者は、平成３０年４月２７日に破産手続きが終結し、同年５月

１日付で商業登記簿が閉鎖され、法人格が消滅している。残る収入未

済額５，７９４円については、愛媛県債権管理マニュアルに基づき、適切

な債権管理に努めたい。

３ 納入義務者は、平成３０年４月に保護決定を受け、現在も生活保護を

受給している状況である。

定期的に就労状況等の確認を行うなど、適切な債権管理に努めたい。

４ 職員が公用車を運転する機会が非常に多い職場であることから、平

素から職員に対して、朝礼等で交通法規遵守と交通事故防止について

の注意喚起を行っているが、なお一層安全運転の徹底を促し、交通事

故の防止に努めることとしたい。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

中予地方局�万高原土木事務所 令和元年７月２５日

（監査の結果）

１ 収入未済の違約金及び前払金余剰額に対する利息（いずれも工事請

負契約の解除に伴うもの）について、適切に債権管理されたい。

（違約金）

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

２６年度 １者 ２７０，１００ 平成３０年度決算による

（利息）

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

２６年度 １者 ２４７，８８５ 平成３０年度決算による

２ 職員の不注意により公用車による事故が発生（２件）し、当該車両

の毀損（うち公用車１台は廃車）があり、県に多額の損害を与えた。

（措置の内容）

１ 平成２６年度違約金及び過払前払金返還利息の納入義務者から、平成

２６年６月２７日に工事続行不能届の提出があり、同日、工事請負契約を

解除した。

その後、平成２６年９月１１日管轄の裁判所において破産手続が開始さ

れたため、平成２７年１月３０日付けで、当該収入未済を破産債権として

届出書を提出していたところ、平成２８年９月２２日付けで費用不足によ

り破産手続廃止の決定が確定した。

今後とも、愛媛県債権管理マニュアルに基づく適切な債権管理を行

いたい。

２ 所属職員全員に対して、朝礼等機会あるごとに交通法規遵守と交通

事故防止についての注意喚起を行っているが、なお一層安全運転の徹

底を促し、交通事故の防止に努めることとしたい。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

南 予 地 方 局 総 務 企 画 部 令和元年７月２６日

（監査の結果）

１ 職員の不注意により公用車による事故が発生（１件）し、当方及び

相手方に人的被害があったほか、当該車両の廃車及び相手方車両の毀

損等があり、県に多額の損害を与えた。

２ 県税について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、引き続

き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３０年度 ４７，９９４，４８８ ５６，３６５，４５６ １０４，３５９，９４４

２９年度 ５４，７６５，１４１ ６８，７５７，５２３ １２３，５２２，６６４
金額は各
年度の決
算による

差引増減 △６，７７０，６５３ △１２，３９２，０６７ △１９，１６２，７２０

（措置の内容）

１ 公用車を使用する際には、平素から職員には交通法規の遵守、体調

管理に万全を期すよう指導しているところであるが、今後このような

事故が発生しないよう、なお一層の安全運転の徹底を促し、交通事故

防止に努めてまいりたい。

２ 令和元年度現年度課税分については、前年度に引き続き自動車税納

期内納付キャンペーン（街頭啓発）や「クレジットカード」や「スマ

ートフォン決済アプリ」等の納税方法の拡充などによる納期内自主納

税の促進に努めるとともに、給与を中心とした債権の差押等積極的な

滞納処分を実施したが、一部年度末課税分の滞納について新型コロナ

ウイルス感染症対策への対応のため、４月、５月の滞納処分等のとり

かかりが遅れたこと等により、未収金は５０，７６２，０４７円となり、前年度

に比べて２，７６７，５５９円増加した。

令和元年度滞納繰越分については、滞納整理方針及び数値目標に基

づき計画的な滞納整理に努めるとともに、滞納整理強化期間の設定、

債権差押の徹底と換価処分の促進、局独自文書催告など徴収確保に努

め、本局管内（平成２４年度から）及び支局管内（平成２６年度から）に

おいて取り組んでいる「県・市町税務職員の相互併任」による個人県
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民税等の滞納案件に係る徴収確保等により、平成３０年度に繰越した未

収入金１０４，３５９，９４４円は令和２年５月３１日現在４５，７６４，２４６円となり、

５８，５９５，６９８円減少した。

これらの取組の結果、現年度分、滞納繰越分を合わせた収入未済額

は、平成３０年度末の１０４，３５９，９４４円から、令和元年度末には９６，５２６，２９

３円となり、７，８３３，６５１円、７．５１％の減少となっている。

今後も、納税秩序を確立し、税収の確保を図るため、納期内納付の

促進と収入未済額の縮減に努めたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

元年度 ５０，７６２，０４７ ４５，７６４，２４６ ９６，５２６，２９３
令和２年
５月３１日
現在

３０年度 ４７，９９４，４８８ ５６，３６５，４５６ １０４，３５９，９４４
令和元年
５月３１日
現在

差引増減 ２，７６７，５５９ △１０，６０１，２１０ △７，８３３，６５１

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

南 予 地 方 局 健 康 福 祉 環 境 部 令和元年７月２６日

（監査の結果）

１ 生活保護費戻入金について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮

減に、より一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３０年度 ５，５７９，６００ １０，９１１，８９４ １６，４９１，４９４

２９年度 １，５４７，６１０ ９，７６７，５０４ １１，３１５，１１４ 金額は各年度の決算による

差引増減 ４，０３１，９９０ １，１４４，３９０ ５，１７６，３８０

２ 母子父子寡婦福祉資金特別会計における母子・寡婦福祉資金貸付金

償還金について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、一層努

められたい。

（母子福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３０年度 ５，９４７，８４４ ２８，５７３，１１１ ３４，５２０，９５５

２９年度 ６，３５１，８１９ ２５，８７１，０８０ ３２，２２２，８９９ 金額は各年度の決算による

差引増減 △４０３，９７５ ２，７０２，０３１ ２，２９８，０５６

（寡婦福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３０年度 １６０，１０４ ７１７，３６６ ８７７，４７０

２９年度 １６３，１０４ ２，５９５，９０６ ２，７５９，０１０ 金額は各年度の決算による

差引増減 △３，０００ △１，８７８，５４０ △１，８８１，５４０

３ 収入未済の特別障害者手当返還金について、納期限内の収入確保に

努めるとともに、適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

３０年度 １者 ５３，６２０ 平成３０年度決算による

４ 生活保護費戻入金について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮

減に、より一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３０年度 ２３６，０００ ３，４１７，２８２ ３，６５３，２８２

２９年度 ６４５，７５６ ２，８６４，２７６ ３，５１０，０３２ 金額は各年度の決算による

差引増減 △４０９，７５６ ５５３，００６ １４３，２５０

（八幡浜支局）

（措置の内容）

１ 平成３０年度末において、生活保護費戻入金の収入未済額が１６，４９１，４

９４円であったが、納入指導を行った結果、令和２年３月末までに未納

額が４，００５，１１８円減額となり、最終未納額は１２，４８６，３７６円となった。

未納者は６５名であり、うち３３名は保護を廃止、残り３２名は保護中で

ある。

未納者に対しては、今後も継続して返還指導してまいりたい。

なお、令和元年度の現年度分の生活保護費戻入金については、次の

とおりとなっている。

元年度生活保護費戻入金収入状況表

令和２年５月３１日現在

元年度調定額 収 入 済 額 収入未済額 収 入 歩 合

５，８７２，１５７円 ４，５８８，０７７円 １，２８４，０８０円 ７８．１％

未納者２０名

２ 収入未済額の縮減を図るため、資金の貸付申請時に借主（連帯借主）

に対し、制度の十分な説明と適正な償還計画指導を行うとともに、貸

付決定時に連帯保証人に対しても、制度の説明と償還指導の依頼通知

を行うほか、償還開始前には借主に対し、口座振替を勧めるなど、期

限内納付の促進に努めた。

なお、償還が滞った場合には、借主（連帯借主）に対し督促状の送

付、電話や訪問による継続的な償還指導を行うとともに、連帯保証人

に対しては、借主に対する返済の働き掛けや可能な範囲での支援を要

請したほか、時効援用のあった未収金について不納欠損の手続きを行

い、滞納額の縮減に努めた。

その結果、前年度からの滞納繰越額３５，３９８，４２５円は、令和２年３月

３１日現在で５，３６４，１６９円の償還があり、滞納者１０８名中１９名が償還済み

となったほか、７０名からは一部納入を得ることができた。

しかしながら、借主の不安定な雇用状況等から、生活困窮者、多重

債務者など依然として償還困難者が多く、令和元年度現年度分を加え

た出納閉鎖時（Ｒ２．５．３１）の償還未済額は３５，６１７，０５４円（現年度

分５，５８２，７９８円、滞納繰越分３０，０３４，２５６円）となっている。

今年度も引き続き、滞納者への催告書の送付をするとともに、日々

の母子・父子自立支援員の電話催告等に応じない滞納者に対して、同

支援員の協力を得て戸別訪問による償還指導や就労情報提供等を積極

的に行っていく。さらに、納付書で納付している償還者に償還金の口

座振替を推進し、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に努めてま

いりたい。

また、消滅時効（１０年）を過ぎた主債務者（借主、連帯借主）から

時効援用の申し立てがあった場合、不納欠損処理を行うこととしてい

る。

３ 平成３０年度末において収入未済額が５３，６２０円あり、本人が死亡した

ため、相続人に対し、電話等による納入指導を行った結果、令和元年

度に全額納入され、未納額は０円となった。

４ 平成３０年度末において収入未済額が３，６５３，２８２円あり、訪問や電話

等による納入指導を行った結果、令和２年３月末までに４名から、３９
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７，９６５円納入され、また、時効到来分５０６，０５０円を不納欠損処分した結

果、未納額は２，７４９，２６７円となった。

未納者は１１名であり、うち４名は保護中である。

引き続き、未納者に対し粘り強く適切な返還指導を行い、期限内の

収入確保に努めるとともに滞納繰越額の縮減に努めてまいりたい。

なお、令和元年度の現年度分生活保護費戻入金については、次のと

おりとなっている。

元年度生活保護費戻入金収入状況表

令和２年５月３１日現在

元年度調定額 収 入 済 額 収入未済額 収 入 歩 合

６，０４８，２５６円 ４，２９８，３５２円 １，７４９，９０４円 ７１．１％

未納者７名

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

南 予 地 方 局 建 設 部 令和元年７月２６日

（監査の結果）

住宅貸付料について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、よ

り一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３０年度 ８７３，５００ ７０８，２００ １，５８１，７００

２９年度 ３６９，１００ ７０１，８００ １，０７０，９００ 金額は各年度の決算による

差引増減 ５０４，４００ ６，４００ ５１０，８００

（措置の内容）

平成３０年度末時点で１，５８１，７００円（１５名）の収入未済額があったが、

滞納者及び連帯保証人に対し、督促状の送付・呼出し・訪問等納付指導

に努めた結果、現年度分（平成３０年度分）７０２，９００円（１１名）の納付が

あり、また、２８２，０００円（１名）を不納欠損処分したため、収入未済額

は５９６，８００円（３名）となっている。

今後とも住宅貸付料の納期限内の収入確保に努めるとともに、滞納繰

越額の回収に努めて参りたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

元年度 １，０６１，１００ ５９６，８００ １，６５７，９００

３０年度 ８７３，５００ ７０８，２００ １，５８１，７００ 金額は各年度の決算による

差引増減 １８７，６００ △１１１，４００ ７６，２００

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

南 予 地 方 局 大 洲 土 木 事 務 所 令和元年７月１８日

（監査の結果）

土木使用料（堤防河川敷地水面）について、納期限内の収入確保に努

めるとともに、適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

３０年度 １者 １２，８０２ 平成３０年度決算による

（措置の内容）

令和元年９月２５日に完納。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

南 予 地 方 局 八 幡 浜 土 木 事 務 所 令和元年７月１８日

（監査の結果）

住宅貸付料について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、引

き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３０年度 ８５，５００ ０ ８５，５００

２９年度 ３６７，７００ ７３７，６００ １，１０５，３００ 金額は各年度の決算による

差引増減 △２８２，２００ △７３７，６００ △１，０１９，８００

（措置の内容）

平成３０年度から令和元年度に繰り越された８５，５００円については、令和

元年度中に行った督促により、全額解消した。

また、令和元年度末に新たに発生した収入未済額８０，１００円については、

出納閉鎖後も粘り強く督促を続けているところである。

今後とも、粘り強く督促を続け、収入未済額の縮減及び納期限内の収

入確保に努めてまいりたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

元年度 ８０，１００ ０ ８０，１００

３０年度 ８５，５００ ０ ８５，５００ 金額は各年度の決算による

差引増減 △５，４００ ０ △５，４００

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

福 祉 総 合 支 援 セ ン タ ー 平成３１年４月２２日

（監査の結果）

１ 児童福祉施設入所措置費負担金について、納期限内の収入確保と収

入未済額の縮減に、引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３０年度 ６，４９５，３５０ ２６，１９１，６８０ ３２，６８７，０３０

２９年度 ６，９７４，９３０ ２６，７３８，４００ ３３，７１３，３３０ 金額は各年度の決算による

差引増減 △４７９，５８０ △５４６，７２０ △１，０２６，３００

２ 収入未済の非常勤嘱託職員報酬返納金について、適切に債権管理さ

れたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

２９年度 １者 ５５，１２８ 平成３０年度決算による

（措置の内容）

１ 児童福祉施設入所措置費負担金については、保護者等に対し、措置

の際に負担金の制度を十分説明するなどして、適期収入に努めた。
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滞納となったものについては、平成１５年度に制定した「児童福祉施

設入所負担金徴収マニュアル」に基づき、四半期毎に徴収検討会議を

開催し、未納状況について情報を共有するとともに、滞納者の生活状

況や重点的に納付を指導すべき未収金について検討を行い、文書催告

や臨戸訪問等により積極的に滞納整理を行った。

今後とも、保護者との連絡を密にし、収入の確保に努めたい。

区 分

収入未済額（円）

平成３０年１２月３１
日現在

平成３０年度末現
在（平成３１年度
への繰越額）

令和２年５月３１
日現在

３０年度 現 年 分 ６，０９５，０５０ ６，４９５，３５０ ６，０３４，１１０

３０年度 滞納繰越分 ２７，４１１，９９０ ２６，１９１，６８０ ２０，６６１，２２０

計 � ３３，５０７，０４０ ３２，６８７，０３０ ２６，６９５，３３０

元年度 現 年 分 � ― ― ６，５７７，４６０

合計（�＋�） ３３，５０７，０４０ ３２，６８７，０３０ ３３，２７２，７９０

２ 平成３０年４月に債務者の破産手続が開始され、破産債権届出書を管

轄の裁判所に提出し、平成３０年１２月に簡易配当の通知がなされた。

配当額は１３，６８６円で、平成３１年１月１０日に収納手続きを行った。収

入未済額について適切な債権管理に努めたい。

区 分

収入未済額（円）

平成３０年１２月３１
日現在

平成３０年度末現
在（平成３１年度
への繰越額）

令和２年５月３１
日現在

２９年度 現 年 分 ６８，８１４ ５５，１２８ ５５，１２８

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

東予子ども・女性支援センター 令和元年５月２９日

（監査の結果）

児童福祉施設入所措置費負担金について、納期限内の収入確保と収入

未済額の縮減に、引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３０年度 １，１９５，１７０ ６，１１０，８１０ ７，３０５，９８０

２９年度 １，２２４，０４０ ７，０９１，０９１ ８，３１５，１３１ 金額は各年度の決算による

差引増減 △２８，８７０ △９８０，２８１ △１，００９，１５１

（措置の内容）

児童福祉施設入所措置費負担金については、保護者等に対して、措置

の際に負担金の制度を十分に説明するなどして、適期収入に努めた。

また、滞納となったものについては、督促状の送付をするとともに、

徴収会議において未納者の状況を把握し、電話催告、戸別訪問を実施し、

収入未済額の縮減に努めている。

今後とも、負担金の適時・適切な収入に留意するとともに、滞納繰越

分については、面接やケース訪問時を利用して保護者との連絡を密にし、

期限内納入の啓発に努めるとともに、効果的な督促を行い収入の確保に

努めたい。

区 分

収入未済額（円）

平成３０年１１月３０
日現在

令和元年度への
繰越額（平成３０
年度末現在）

令和元年１１月３０
日現在

平成３０年度分 ９６８，４１０ １，１９５，１７０ １，１１９，２７０

滞納繰越分 ８，２０４，９３１ ６，１１０，８１０ ６，０８３，８１０

計 � ９，１７３，３４１ ７，３０５，９８０ ７，２０３，０８０

令和元年度分� ― ― １，１５５，５２０

合計（�＋�） ９，１７３，３４１ ７，３０５，９８０ ８，３５８，６００

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

南予子ども・女性支援センター 令和元年５月３０日

（監査の結果）

児童福祉施設入所措置費負担金について、納期限内の収入確保と収入

未済額の縮減に、より一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３０年度 ２，９３２，１４０ ８，５５２，４７０ １１，４８４，６１０

２９年度 ２，８２１，６３０ ７，４７３，７９０ １０，２９５，４２０ 金額は各年度の決算による

差引増減 １１０，５１０ １，０７８，６８０ １，１８９，１９０

（措置の内容）

児童福祉施設入所措置費負担金については、保護者等に対して、措置

の際に負担金の制度を十分に説明するなどして、適期収入に努めた。

また、滞納となったものについては、督促状、１０月に催告書を送付す

るとともに、徴収会議を開催し、未納者の状況把握と徴収可能な債務者

の選別を実施、訪問または電話による重点的な納入催告に努めた。

その結果、平成３１年度に繰り越した未収金１１，４８４，６１０円の内、令和２

年３月末現在２７，０００円を収納し、１，６７８，１８０円を不納欠損処理した。

今後とも、負担金の納期限内の収入確保に努めるとともに、滞納繰越

分についても、保護者との連絡を密にし、効果的な督促に努め、その縮

減に努めたい。

区 分

収入未済額（円）

平成３１年度への繰越額
（平成３０年度末現在） 令和２年５月３１日現在

平成３０年度分 ２，９３２，１４０ ２，９３２，１４０

滞納繰越分 ８，５５２，４７０ ６，８４７，２９０

計 � １１，４８４，６１０ ９，７７９，４３０

平成３１年度分� ― １，８２５，５９０

合計（�＋�） １１，４８４，６１０ １１，６０５，０２０

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

子 ど も 療 育 セ ン タ ー 令和元年５月２３日

（監査の結果）

子ども療育センター利用料金について、納期限内の収入確保と収入未

済額の縮減に、引き続き努められたい。
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区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３０年度 ６４７，３２２ ２，５８９，３６０ ３，２３６，６８２

２９年度 ７７４，０３５ ３，１１１，８０８ ３，８８５，８４３ 金額は各年度の決算による

差引増減 △１２６，７１３ △５２２，４４８ △６４９，１６１

（措置の内容）

子ども療育センター利用料金については、保護者等に対し、施設サー

ビス利用の契約締結の際に、利用料金自己負担の制度を十分説明するな

どして、納期限内の収入確保に努めた。また、滞納となった者について

は、督促状・催告書の送付や電話催告のほか、来所の機会（夜間・休日

を含む）による直接面談を行い、早期納入について指導するなど収入未

済額の縮減に努めた。

今後とも、利用料金の適期収入に留意するとともに、収入未済額の縮

減については、保護者等との連絡を密にするなど収入の確保に一層努め

たい。

区 分

収入未済額（円）

令和元年度
への繰越額
（平成３０年
度末現在）

令和元年１０
月３１日現在 差引増減 備 考

滞
納
繰
越
分

～平成２９年度分 ２，５８９，３６０ ２，０９２，４６６ △４９６，８９４

平成３０年度分 ６４７，３２２ ４７２，２２０ △１７５，１０２

計 ３，２３６，６８２ ２，５６４，６８６ △６７１，９９６

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

今 治 西 高 等 学 校 平成３１年３月２０日

（監査の結果）

職員（１名）の住居手当について、住居手当額の算定誤りにより、２０

１，４００円（平成２９年４月から平成３０年１０月分）が支給不足となっていた。

（措置の内容）

７４，２００円（平成３０年４月から１０月分）は給与電算システムにより１２月

給与にて追給。残り１２７，２００円（平成２９年４月から平成３０年３月分）は

財務処理にて平成３１年３月８日に追給した。今後は職員への研修・啓発

及び認定時の事務担当者のダブルチェックを確実に行うこととする。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

み な ら 特 別 支 援 学 校 平成３１年３月２０日

（監査の結果）

職員の不注意により公用車による事故が発生（１件）し、相手方の人

的被害があったほか、当該車両及び相手方車両の毀損があり、県に多額

の損害を与えた。

（措置の内容）

本校スクールバス運転士の不注意により、事故が発生。被害者より物

件損害に関する承諾書及び人身損害に関する承諾書を受領し、事故後の

処理が完了した。

事故後速やかに、本校の安全運転管理者である教頭を通じて、スクー

ルバス運転士全員に、交通安全の指導を行い、再発防止を図った。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

警 察 本 部 令和元年８月２８日

（監査の結果）

１ 放置違反金について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、

引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３０年度 ２，３４１，０００ ２，８３０，３５６ ５，１７１，３５６

２９年度 ２，３９６，０００ ４，３１６，３５６ ６，７１２，３５６ 金額は各年度の決算による

差引増減 △ ５５，０００ △１，４８６，０００ △１，５４１，０００

２ 延滞金（放置違反金に伴うもの）について、収入未済額の縮減に、

引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３０年度 ４０５，２００ ８６０，２２６ １，２６５，４２６

２９年度 ３７７，６２６ ９０２，２００ １，２７９，８２６ 金額は各年度の決算による

差引増減 ２７，５７４ △４１，９７４ △１４，４００

３ 収入未済の損害弁償金について、適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

１７年度及び１９年度 ２者 ８０９，０００ 平成３０年度決算に
よる

４ 職員の不注意により警察車両による事故が発生（８件）し、当該車

両の毀損があった。

（措置の内容）

１ 放置違反金に係る納付期限内の収入確保と収入未済額の縮減に向け

た対策として、封筒の色を変えた督促状や催告書の送付をはじめ、電

話による催促、滞納者の住居地や勤務地へ直接赴いての所在調査及び

面接等を積極的に実施した結果、平成３０年度末現在の収入未済額５，１７

１，３５６円が、令和元年１２月末日現在で２，９６１，０００円となり、収入未済額

の縮減に努めた。

今後も、訪問による催促活動や所在不明者の追跡調査を積極的に実

施するとともに、会計員制度を活用した直接訪問時における現金徴収、

財産調査に基づく預金口座や生命保険契約の解約返戻金差押え及び勤

務先に対する給料差押え勧告等、様々な徴収対策を実施し、収入未済

額の縮減に努める。

２ 延滞金（放置違反金に伴うもの）に係る納付期限内の収入確保と収

入未済額の縮減に向けた対策として、催告書の送付をはじめ、電話に

よる催促、滞納者の住居地や勤務地へ直接赴いての所在調査及び面接

等を積極的に実施した結果、平成３０年度末現在の収入未済額１，２６５，４２

６円が、令和元年１２月末日現在で６４１，４２６円となり、収入未済額の縮減

に努めた。

今後も、訪問による催促活動や所在不明者の追跡調査を積極的に実

施するとともに、会計員制度を活用した直接訪問時における現金徴収、

財産調査に基づく預金口座や生命保険契約の解約返戻金差押え及び勤

務先に対する給料差押え勧告等、様々な徴収対策を実施し、収入未済

額の縮減に努める。

３ 損害弁償金の収入未済額のうち、平成１７年度調定分（収入未済額

４２４，０００円）については、平成１７年１０月に発生した拾得金詐欺事件に

係る損害弁償金であるが、平成３０年度までに損害弁償金５１９，０００円の

うち９５，０００円を納付させている。
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債務者は、刑務所への収監を繰り返していたが、平成３０年２月に出

所が確認できたため、同年８月に面接を実施し、納付の意思を確認し

た上で誓約書を徴収したものの、平成３１年２月、再度刑務所へ収監

（現在は医療施設へ移送）されたことが確認され、損害弁償金を納付

できる状況にないことから、郵送により支払を催促するとともに、在

所状況を随時確認し、可能な限り早期の収納に努める。

平成１９年度調定分（収入未済額３８５，０００円）については、平成１９年

６月発生の本部庁舎損壊事件に係る損害弁償金であるが、平成３０年度

までに損害弁償金９２４，０００円のうち５３９，０００円を納付させている。

債務者とは都度面談し、就労や生活状況を把握しているものの、収

入が安定しておらず、また、多重に債務を抱えている状況であること

から、生活に困窮しており、納付の意思はあるものの直ちに損害弁償

金を納付することができないとのことであったため、改めて誓約書等

を徴収し、可能な限り早期の収納に努める。

４ 職員の交通事故防止対策は、警務部教養課安全運転指導係により、

・専門知識を有する職員による交通事故防止教養等の実施

・初任科生に対する運転教養、二輪車運転指導・検定の実施

・警察車両運転免許受検者に対する教養・訓練の実施

・交通事故を惹起した職員に対する教養・実技講習の実施

・職員の交通事故防止意識の高揚を図るため、交通事故発生状況と特

徴の分析

に基づく定期的な教養資料の作成・発出などの諸対策を推進している。

特に、不注意による事故が多発していることから、職員一人一人に

交通事故防止への意識及び運転時の緊張感を持たせるため、昨年度か

ら、各所属に安全運転指導者を指名し、教養課安全運転指導係と連携

を取りながら、本部主導の事故防止対策だけでなく、各所属において

も安全運転指導者が中心となって

・ＫＹＴ（危険予測トレーニング）動画を使用した教養

・若手職員に対する運転訓練

・事故惹起者に対する面接教養・運転訓練・同乗指導等の早期実施

など、交通事故防止意識の醸成を目的とした、事故防止対策を実施し

ている。

なお、新たな対策として、職員事故の傾向や所属の運転講習実施状

況などを基に、各回対象者を選定の上、免許センターの試験コースを

使用し、対象に応じて教養内容を変更しながら、交通事故防止研修会

として的を絞った運転講習を年間通じて実施している。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

今 治 警 察 署 平成３１年２月８日

（監査の結果）

１ 収入未済の損害弁償金について、適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

１８年度 １者 ７８９，９３１ 平成３０年度決算による

２ 職員の不注意により警察車両による事故が発生（５件）し、当該車

両及び相手方車両の毀損があった。

（措置の内容）

１ 平成１８年６月に発生した公用車両損傷に係る損害弁償金（収入未済

額７８９，９３１円）については、平成３０年度までに損害弁償金７９９，９３１円の

うち１０，０００円を納付させている。

債務者は一時所在不明となったが、追跡調査を継続した結果、平成

２８年９月に逮捕、拘留され、平成２９年７月、刑務所へ収監されている

ことが判明したことから、平成３０年９月、収容先である刑務所へ支払

催促通知及び支払誓約書を郵送し、支払誓約書を徴収した。

収監されているため損害弁償金を納付できる状況にないが、今後も

定期的に連絡を取りつつ、資産調査等も実施し、可能な限り早期の収

納に努める。

２ 職員による警察車両の交通事故防止については、次の施策を実施し

ている。

� 指導教養の徹底

朝礼、幹部会議、定例研修会、電子回覧等において、職員の交通

事故発生状況、事故形態分析による再発防止を含めた交通事故防止

について、反復継続した教養を実施している。

� 実践的な事故防止訓練等の実施

警務部教養課安全運転指導係による交通事故防止訓練の実施、ヒ

ヤリハッと体験を活用した受傷事故防止教養により、運転技術の向

上等を図っている。

� 同乗者による確認の徹底

車両に同乗した際の走行時の安全確認、後退時の確実な誘導の徹

底について教養し、お粗末事故等の事故防止に努めている。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

松 山 東 警 察 署 平成３１年２月８日

（監査の結果）

１ 収入未済の損害弁償金について、適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

２９年度 ４者 ２１９，７８４ 平成３０年度決算による

２ 職員の不注意により警察車両による事故が発生（６件）し、当該車

両及び相手方車両の毀損があった。

（措置の内容）

１ 損害弁償金の収入未済額のうち、平成２９年５月に発生した被留置者

による建造物損壊事案に係る損害弁償金（収入未済額２８，０８０円）につ

いては、債務者が収監されていた施設をすでに出所しており、現住居

等が不明であったことから、自宅への電話連絡及び催促状の送付を実

施するも、家族等にも連絡が取れず居所不明な状態であるため、引き

続き所在の把握に努め、可能な限り早期の収納に努める。

平成２８年１１月に発生した未成年者によるパトカー損傷事案に係る３

債務者を有する損害弁償金（収入未済額１９１，７０４円）については、平

成３０年度までに損害弁償金５２１，７０４円のうち３３０，０００円を納付させてい

るが、平成３０年３月に法定代理人である親権者を含めた債務弁済契約

を締結し、当該契約に基づき債権管理をした結果、令和元年１２月末時

点での収納状況は、

債務者甲の損害弁償額２０８，６８１円については、全額収納済

債務者乙の損害弁償額２０８，６８１円のうち、１５０，０００円収納済、残額５８

，６８１円

債務者丙の損害弁償額１０４，３４２円のうち、５０，０００円収納済、残額５４，

３４２円

であり、収入未済額は１１３，０２３円と縮減している。

今後も引き続き債務者と連絡を取り、可能な限り早期の収納に努め

る。

２ 職員による警察車両の交通事故防止については、次の施策を実施し

ている。

� 指導教養の徹底

朝礼、幹部会議等において、天候・季節に応じた交通事故防止、

職員の交通事故発生状況事例、事故形態分析による再発防止、防衛

運転の励行を継続教養している。

� 職員の交通事故防止意識高揚
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朝礼時に交通事故防止をテーマとした職員による一口スピーチを

実施し、交通事故や防止施策等を発表している。

� 実践的な事故防止訓練等の実施

若手警察官を対象として、安全運転に必要な知識・技能の習得を

目的とした運転実技訓練を実施している。

� 交通事故再発防止対策の実施

交通事故を惹起した職員に対し、再発防止対策として実技訓練の

実施、再発防止に向けた自己方策の作成等を実施し、当事者自身に

事故の原因となった行動やこれまでの運転方法について、自ら考え

させている。

� 車両点検の徹底

ドライブレコーダーを含めた日常点検整備の徹底を実施し、運転

者自身の安全意識の向上を図っている。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

松 山 南 警 察 署 平成３１年２月８日

（監査の結果）

１ 収入未済の損害弁償金について、適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

２８年度 １者 ７１０，８２２ 平成３０年度決算による

２ 職員の不注意により警察車両による事故が発生（５件）し、当該車

両及び相手方車両の毀損があった。

（措置の内容）

１ 平成２７年２月に発生した警察車両２台の損壊に係る損害弁償金（収

入未済額７１０，８２２円）については、債務者が被害弁償に応じないまま

刑務所に収監されたため、刑務所での面会や書類での催促通知を行っ

ていたところ、平成２９年２月に支払誓約書を徴収したものであるが、

資産を有しておらず支払能力がないことから、収入未済となっている

ものである。

平成３０年中に出所する予定であったことから、刑務所に督促状を送

付したところ、刑期が延長となり、刑務所も移監されていたため一時

所在不明となっていたが、追跡調査を継続した結果、収監されている

刑務所を特定し、督促状による納付催促と出所後の連絡先の確認を行

ったものの、明確な返答を得ることはできなかった。

令和元年１１月、所在状況について刑務所に確認したところ、既に出

所していたことが判明したことから、現在所在を調査中であり、早期

に所在を確認した上で支払催促を行い、可能な限り早期の収納に努め

る。

２ 職員による警察車両の交通事故防止対策として、次の施策を実施し

ている。

� 事故防止教養の徹底

朝礼、定例研修会等において、署長、副署長及び交通課長から、

その日の天候や最近の交通事故発生状況、事故形態や原因等を踏ま

え、防衛運転や交通事故の再発防止教養を継続して実施している。

� 事故防止意識の高揚

「松山南署お粗末事故防止３原則」や「２倍運動の励行」など、

交通事故防止の注意喚起に関する唱和を朝礼で行うとともに、公用

車に事故防止注意喚起シールを貼付するなどして浸透を図っている。

また、交通事故防止に関するテーマでの３分間スピーチや小集団

検討会を行うなど、職員の交通事故防止意識の高揚を図っている。

� 事故防止訓練等の実施

署独自教養として、交通事故惹起者と若手職員等を対象とした四

輪及び二輪車の運転訓練（車両の死角や基本的な心構え、運転時に

注意すべき点の教養）を教習所のコースや当署駐車場等で行い、職

員の運転技能の向上を図っている。

� 車両点検の実施

朝礼終了後、車両責任者等による公用車両の日常点検を実施し、

実施簿へ記録するなど、車両の適正な管理を図っている。特に、毎

週木曜日は重点車両点検日に指定し、綿密な車両点検を実施してい

る。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

西 予 警 察 署 平成３１年３月２０日

（監査の結果）

職員の不注意により警察車両による事故が発生（５件）し、当該車両

の毀損があり、県に多額の損害を与えた。

（措置の内容）

職員による警察車両の適正な運用管理を徹底させるために、

・幹部による朝礼、幹部会等機会を捉えた指示教養の徹底

・朝礼後や運行前の確実な日常点検整備の実施と確実な書類作成

・車両損傷発生時又は発見時の報告・連絡の徹底

・朝礼、幹部会、定例研修会での交通事故防止教養の実施

等を行い、確実な日常点検整備の実施と適正な車両の維持管理に努めて

いる。また、職員による交通事故防止を図るための教養にも取り組んで

いる。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

宇 和 島 警 察 署 平成３１年３月２０日

（監査の結果）

１ 収入未済の損害弁償金について、適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

２３年度 １者 １９０，０００ 平成３０年度決算による

２ 職員の不注意により警察車両による事故が発生（５件）し、当該車

両の毀損があった。

（措置の内容）

１ 平成２３年３月に発生した公務執行妨害及び道路交通法違反事件によ

る公用車両損傷に係る損害弁償金（収入未済額１９０，０００円）について

は、平成３０年度までに損害弁償金３８４，６５７円のうち１９４，６５７円を納付さ

せているが、令和元年１１月に１０，０００円の収納があり、収入未済額は１８

０，０００円と縮減している。

債務者に対しては、電話による支払催促を行っており、毎年、少額

ではあるが納付していることから、今後も引き続き債務者と連絡を取

りながら、可能な限り早期の収納に努める。

２ 職員の警察車両による交通事故については、次の施策により事故の

防止を図っている。

� 交通事故防止教養の徹底

朝礼時において、幹部から季節やその日の天候に応じた注意事項、

警察職員としての心構え等、交通事故防止のための必要事項につい

て教養を実施している。

� 事故防止意識の高揚

朝礼時に、署員による「交通事故をテーマ」としたスピーチや交

通事故防止の遵守事項の唱和及び殉職受傷事故防止訓練により、交

通事故防止の意識の高揚に努めている。
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� 同乗者による安全確認と誘導の徹底

車両走行時は、運転者だけでなく同乗者による安全確認を実施す

るとともに、後退時には、同乗者が確実に降車して誘導し、お粗末

事故の防止に努めている。

� 公用車両日常点検整備の実施

車両運行前に、規定様式の「日常点検整備実施簿」の点検整備項

目に基づき、車両の日常点検を実施し車両の適正な管理の徹底を図

っている。

� 交通事故再発防止対策の実施

交通事故を起こした職員に対し、幹部による面接や実技訓練を実

施して再発防止を図っている。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

公 営 企 業 管 理 局

総 務 課 令和元年６月１０日

発 電 工 水 課 〃

県 立 病 院 課 〃

松 山 発 電 工 水 管 理 事 務 所 令和元年６月７日

今治地区工業用水道管理事務所 令和元年６月７日

西条地区工業用水道管理事務所 令和元年６月４日

中 央 病 院 令和元年６月１０日

今 治 病 院 令和元年６月７日

南 宇 和 病 院 令和元年６月７日

新 居 浜 病 院 令和元年６月４日

（監査の結果）

１ 工業用水道事業

松山・松前地区工業用水道事業については、給水能力と同量の契約

給水量を確保しており、経営成績は安定している。

今治地区工業用水道事業についても、給水能力と同量の契約給水量

の確保により経営成績自体は安定している。

しかしながら、実績給水率（契約給水量に対する実績給水量の比率）

は依然として低調であることから、給水契約の維持や新規需要の開拓

など、事業の安定を持続させるための取組が望まれる。

また、西条地区工業用水道事業については、前年度に引き続き純利

益を計上したものの、長期借入金と企業債を合わせると２０３億円の借

入残高があり、依然として厳しい財政状態にあることから、引き続き

企業立地の促進支援や既受水企業等への売水促進活動の一層の強化等

による新規需要の開拓等に努力を払われたい。

２ 病院事業

� 当年度の患者数は前年度と比較して減少し、新居浜病院における

手術件数の減少などと相まって、医業収益は減少している。

一方、経営内容は厳しさを増し、給与費や高額医療機器更新に伴

う減価償却費など医業費用が大幅に増加している。

これまでも、「愛媛県立病院中期経営戦略」（平成２８年３月策定）

に基づく各種施策に引き続き取り組んだものの、純利益については、

前年度を１０億８，９７３万円下回り、６億３，３２５万円の赤字に転落してい

る。

また、累積欠損金は２０５億円に上り、企業債２５８億円や一般会計等

からの長期借入金９１億円など、負債が資産を上回る債務超過の状況

になっており、依然として厳しい財政状態が続いている。

病院事業を取り巻く環境は、医師不足などを背景に厳しい状況に

あると思われるが、中央・今治・南宇和・新居浜の４病院が、国の

医療制度改革や本県の地域医療構想との連携を図りつつ地域の中核

病院として高度で良質な医療を安定的に供給するとともに、引き続

き経営健全化に取り組まれたい。

また、「愛媛県立病院中期経営戦略」（平成２８年３月策定）に示

されている

・ドクターヘリを活用した救急医療体制の強化

・今治病院及び新居浜病院でのＤＰＣ（包括医療費支払制度）導入

に伴う診療の標準化、平均在院日数の短縮化等による診療単価の

アップ

・新居浜病院での整形外科再開に伴う診療機能や緊急手術への対応

機能の強化

・南宇和病院での地域包括ケア病床の効率的な運営

・後発医薬品の使用拡大 等

具体的な取組については、おおむね順調に実施されているものの、

平成３０年度の病院事業決算は、平成２１年度以来９年ぶりの経常赤字

を計上している。

当年度の延患者数は前年度と比較して２１，０６８名も減少していると

ころであり、患者数の確保及び病床利用率の向上などによる収益の

増加を目指すとともに、業務全般にわたる費用の抑制・縮減に一層

取り組む必要がある。

また、未処理欠損金が多額であるなど、経営内容が厳しい状況は

依然として続いており、新居浜病院の建替えや今治病院の建替えを

含めた施設の老朽化対策など多額の資金を必要とする施設の整備計

画を進めていくためには、健全経営による資金の確保が重要である

ことから、引き続き経営の健全化と経営体質の強化に努められたい。

� 個人医業未収金（納期到来分）について、早期回収に、一層努め

られたい。

（平成３１年３月３１日現在 単位：円）

区 分 過年度未収金
�

現年度未収金
�

未収金合計
�＋�

中央病院 ２６４，６７１，７４６ ６４，８１７，４８８ ３２９，４８９，２３４

今治病院 ３０，０００，２９７ １７，９３８，３４６ ４７，９３８，６４３

南宇和病院 １３，５４４，１７７ ４，３７５，５２０ １７，９１９，６９７

新居浜病院 ４３，２５７，５３１ １６，０９４，２３６ ５９，３５１，７６７

計 ３５１，４７３，７５１ １０３，２２５，５９０ ４５４，６９９，３４１

� 医業外未収金（納期到来分）について、早期回収に、より一層努

められたい。

（平成３１年３月３１日現在 単位：円）

区 分 過年度未収金
�

現年度未収金
�

未収金合計
�＋�

中央病院 ７６０，５０４ ４，０５０，６１０ ４，８１１，１１４

今治病院 ９４，３２０ ３７８，１８０ ４７２，５００

南宇和病院 ４０，８７０ ５６，７６５ ９７，６３５

新居浜病院 ２８２，７８９ ３８７，５００ ６７０，２８９

計 １，１７８，４８３ ４，８７３，０５５ ６，０５１，５３８

� 廃止された三島病院に係る個人医業未収金及び医業外未収金につ

いて、適切な債権管理と早期回収に、引き続き努められたい。

（平成３１年３月３１日現在 単位：円）

区 分 個人医業未収金
�

医業外未収金
�

未収金合計
�＋�

旧三島病院 ９，６３５，４７４ １９，８４０ ９，６５５，３１４

計 ９，６３５，４７４ １９，８４０ ９，６５５，３１４

（措置の内容）

１ 工業用水道事業

今治地区工業用水道事業については、主要な施設を共有している今

愛 媛 県 報令和２年１０月９日 第１４７号

８３１



公営企業告示

��������������

�愛媛県公営企業告示第７号
次のとおり落札者を決定した。

令和２年１０月９日

愛媛県公営企業管理者 山 口 真 司

�愛媛県公営企業告示第８号
次のとおり落札者を決定した。

治市と連携して契約給水量の確保や経営改善に取り組み、平成２９年度

には未売水は解消し、現在、令和３年度末を目途とした、同市への譲

渡を協議している。

西条地区工業用水道事業については、経営基盤の安定化を図るため、

県や地元市の企業立地所管部署とも連携した「西条地区工業用水売水

促進班」の活動を通じ、引き続き工業用水の需要拡大に努めていると

ころである。

２ 病院事業

� 県立病院の経営状況について、平成２１年度以来９年ぶりの経常赤

字を計上し、前年度から１０億８，９７３万円収支が悪化し６億３，３２５万円

の赤字となったことや多額の累積欠損金を抱えているなど、依然と

して厳しい財政状況となっている。

また、国においては医療制度改革を進めていることから、県にお

いても、今後の人口減少や少子高齢化の急速な進展を見据えた対応

が求められており、県立病院を取り巻く環境は、今後急激な変化が

予想されている。

このため、平成２７年４月に公営企業管理者、保健福祉部長、総務

部長、４県立病院長で組織した「県立病院機能強化検討委員会」を

設置し、国の目指す医療提供体制や地域医療構想を前提とし、医療

現場の声を十分に反映させるほか、医療圏域ごとに異なる医療資源

や医療需要の動向を踏まえた議論を行い、平成２８年３月「愛媛県立

病院中期経営戦略」を策定し、同戦略に基づく各種施策を実施して

きた。

こうした中、平成２９年２月にドクターヘリの運航が開始されたこ

とから、県立中央病院を核にドクターヘリを活用した救急医療体制

の充実を図っているほか、建設から長期間が経過した県立新居浜病

院及び今治病院については施設の老朽化対策の検討を進めることと

し、特に老朽化が著しい県立新居浜病院については建替えの方針が

示され、平成２８年度に整備基本計画を策定し、平成２９年度にデザイ

ンビルド手法による事業者を決定するとともに事業契約を締結した。

平成３１年３月に起工式を行い、新診療棟の建設に着工しており、令

和３年７月の新病院開院に向け、引き続き事業を着実に進めていく。

県立病院には地域の中核病院として、高度で良質な医療を安定的

に供給することが求められており、そうした地域に必要な医療を継

続して提供し、なおかつ健全経営を確保していくため、一層の医師

確保に努力するほか、中期経営戦略に盛り込んだ各種取組の着実な

実践に努めたい。

� 令和元年度は、弁護士事務所に委託している「訪問督促」業務を

引き続き実施したほか、弁護士事務所の職員を講師に招き、未収金

回収対策に係る研修会を独自に開催するなどして、未収金担当者の

スキルアップを図った。

今後とも、各病院の担当者や弁護士事務所と連携を図るとともに、

他県における効果的な取組みも参考にしながら、早期回収に努めた

い。

（令和２年３月３１日現在 単位：円）

区 分 過年度未収金
�

現年度未収金
�

未収金合計
�＋�

平成３１年３月
３１日現在の未
収金

中央病院 ２５９，４２０，３６９ ６６，７９４，７０８ ３２６，２１５，０７７ ３２９，４８９，２３４

今治病院 ２３，４２４，９９９ １２，５００，０４９ ３５，９２５，０４８ ４７，９３８，６４３

南宇和病院 １１，１４４，５３４ ２，７０６，１００ １３，８５０，６３４ １７，９１９，６９７

新居浜病院 ３８，１３８，９０２ １７，９５０，７３３ ５６，０８９，６３５ ５９，３５１，７６７

計 ３３２，１２８，８０４ ９９，９５１，５９０ ４３２，０８０，３９４ ４５４，６９９，３４１

� 医業外未収金についても、個人医業未収金と同様に、各病院の担

当者や弁護士事務所と連携を図るなどして、早期回収に努めたい。

（令和２年３月３１日現在 単位：円）

区 分 過年度未収金
�

現年度未収金
�

未収金合計
�＋�

平成３１年３月
３１日現在の未
収金

中央病院 ７３９，００４ ５，９８４，０１７ ６，７２３，０２１ ４，８１１，１１４

今治病院 ７７，３７０ ３３１，４３０ ４０８，８００ ４７２，５００

南宇和病院 ６６，７２０ ４６，５９４ １１３，３１４ ９７，６３５

新居浜病院 ２７６，００９ ４６８，９８０ ７４４，９８９ ６７０，２８９

計 １，１５９，１０３ ６，８３１，０２１ ７，９９０，１２４ ６，０５１，５３８

� 三島病院に係る個人医業未収金については、既に時効期間が経過

しているが、粘り強く督促等を行うとともに、回収不能と判断され

た債権については、不納欠損処分を行っており、今後とも未収金の

削減に努めたい。

旧三島病院 （令和２年３月３１日現在 単位：円）

区 分 未収金 平成３１年３月３１日現在
の未収金

個人医業未収金 ５，１６１，４３８ ９，６３５，４７４

医業外未収金 １１，４５０ １９，８４０

計 ５，１７２，８８８ ９，６５５，３１４

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

医療画像情報システム（ＰＡＣＳ）
１式
（月額賃借料／県立新居浜病院）

愛媛県公営企業管
理局総務課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

令和２年９月１１日
ＮＴＴ・ＴＣリース�
四国支店
愛媛県松山市二番町三
丁目６番地

１，８８４，２３４円 一般競争入札 令和２年７月３１日
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令和２年１０月９日

愛媛県公営企業管理者 山 口 真 司

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

３．０Ｔ磁気共鳴画像診断装置（ＭＲ
Ｉ）１式
（月額賃借料／県立新居浜病院）

愛媛県公営企業管
理局総務課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

令和２年９月１１日
ＮＴＴ・ＴＣリース�
四国支店
愛媛県松山市二番町三
丁目６番地

４，６７７，６８４円 一般競争入札 令和２年７月３１日

令和２年１０月９日 発行
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